
船舶事故調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年４月１４日 ２３時００分ごろ 

発生場所 愛媛県上島町高井
た か い

神
かみ

島南西方沖 

 高井神島灯台から真方位２５２°３.６海里付近 

 （概位 北緯３４°１０.６′ 東経１３３°１１.９′） 

事故の概要  押船新星
しんせい

丸は、バージ新星１号を押して南西進中、また、漁船杉
すぎ

丸

は、北東進中、新星１号と杉丸とが衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年４月１７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 新星丸、１５０トン 

   １３７２３９、月星海運株式会社 

Ｂ バージ 新星１号、９３６トン 

   なし、月星海運株式会社 

Ｃ 漁船 杉丸、４.７トン 

   ＥＨ３－３３５６８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

  航海士Ａ、三級（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｃ 船首部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船首部をＢ船の船尾部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船

列」という。）を構成して法定灯火を表示し、高井神島南西方沖を約

１１ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で南西進していた。 

 Ａ船押船列は、航海士Ａが、右舷船首方に両舷灯を見せるＣ船を視

認した後、左舷船首方の同航船の動向を見守っていたところ、右舷船

首方至近に迫ったＣ船に気付き、慌てて汽笛を吹鳴して左舵一杯とし

たが、Ｂ船がＣ船と衝突した。 

 Ｃ船は、法定灯火を表示し、投網を開始して約１～２ノットの速力

で北東進を始めたところ、後部甲板で投網中の甲板員が、Ａ船が船首

方から接近するのを認め、船長ＣにＡ船押船列が接近する旨を知らせ

た。 

 船長Ｃは、船尾部から漁網が出て行く状況を見ていたところ、甲板



  

員の知らせを聞き、急いで機関を後進にかけた。 

分析  Ａ船押船列は、航海士Ａが、右舷船首方にＣ船を視認した後、左舷

船首方の同航船の動向を見ていてＣ船に対する見張りを適切に行って

いなかったことから、Ｃ船が衝突のおそれのある態勢で接近している

ことに気付くのが遅れ、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｃ船は、船長Ｃが、船尾部から漁網が出て行く状況を見ていて船首

方の見張りを行っていなかったことから、Ａ船押船列に気付かず、Ａ

船押船列と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船押船列が南西進中、Ｃ船が北東進中、航海士

Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｃが見張りを行ってい

なかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 


